
請求相談窓口が混雑しないよう、請求者のお住いの町内会ごとに請求相談日を設け

ます。都合がつかない場合は、別の相談日にお越しいただいても構いません。 

請求相談時間は 1件あたり 30分～1時間と見込んでいます。待ち時間が長くなるこ

とも予想されますのであらかじめご了承ください。 

町内会別請求相談期間が終了後（令和 7年 8月 7日以降）も総合事務所で受け付け

ます。請求期限は、令和 10年 3月 31日までです。早めの手続きをお願いします。 

 

◆請求相談窓口 

浦川原区総合事務所 市民生活・福祉グループ 

（上越市浦川原区釜淵５番地） 

◆町内会別請求相談期間 

令和 7 年 7 月 1 日（火）～8 月 6 日（水）まで  受付時間 9：00～16：00 
（請求に必要な戸籍等の窓口交付が、午後 5 時 15 分で終了するため、受付が延び、必要と

する戸籍等が交付できない場合を考慮し、受付終了を午後 4時とさせていただきます。） 

※8月 7日以降も総合事務所窓口で随時、受け付けを行います。 

◆町内会別請求相談日 

請求相談日 対象町内会  請求相談日 対象町内会 

７月 １日（火） 釜淵  ７月１８日（金） 今熊・山本 

７月 ２日（水） 
有島 

 ７月２２日（火） 桜島・岩室 

７月 ３日（木）  ７月２３日（水） 長走・菱田 

７月 ４日（金） 
顕聖寺 

 ７月２４日（木） 谷・真光寺・坪野 

７月 ７日（月）  ７月２５日（金） 横住・熊沢 

７月 ８日（火） 下柿野・上柿野  ７月２８日（月） 法定寺・追出 

７月 ９日（水） 東俣・上岡・杉坪  ７月２９日（火） 虫川 

７月１０日（木） 横川  ７月３０日（水） 
中猪子田 

７月１１日（金） 六日町・日向  ７月３１日（木） 

７月１４日（月） 印内  ８月 １日（金） 下猪子田・小蒲生田 

７月１５日（火） 山印内  ８月 ４日（月） 小谷島・蕨岡・上猪子田 

７月１６日（水） 
飯室 

 ８月 ５日（火） 
予備日 

７月１７日（木）  ８月 ６日（水） 

◆浦川原区総合事務所のほか、次の場所でも相談をお受けしています。 

○上越市役所木田庁舎 1階市民ホール 特別弔慰金特設請求相談窓口  

詳しくは、上越市福祉課（025-526-5111）にお問い合わせください。 

 

【浦川原区】第１２回特別弔慰金請求相談日のご案内 

○お問い合わせ先 

 浦川原区総合事務所市民生活・福祉グループ 

 担当：松浦 電話：０２５‐５９９‐２３０４ 


